
平
成
二
十
五
年
十
月
十
七
日
提
出

質

問

第

一

二

号

介
護
保
険
に
お
け
る
利
用
者
の
負
担
増
や
給
付
カ
ッ
ト
を
招
く
制
度
改
正
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則

12



介
護
保
険
に
お
け
る
利
用
者
の
負
担
増
や
給
付
カ
ッ
ト
を
招
く
制
度
改
正
に
関
す
る
質
問
主
意
書

持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
で
言
及
さ
れ
て
い
る
介
護
保
険
制
度
の

改
正
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
は
社
会
保
障
制
度
審
議
会
介
護
保
険
部
会
に
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
と
し
て
は
、
現

在
は
介
護
予
防
給
付
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
要
支
援
�
・
�
の
判
定
を
受
け
た
高
齢
者
へ
の
介
護
予
防
給
付
に
つ
い
て
、
こ
れ

を
介
護
保
険
制
度
に
お
け
る
給
付
の
対
象
か
ら
外
し
、
市
区
町
村
の
事
業
へ
と
再
編
す
る
こ
と
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入

居
者
を
要
介
護
�
以
上
に
限
定
す
る
こ
と
、
一
定
の
所
得
を
有
す
る
高
齢
者
の
介
護
費
の
自
己
負
担
割
合
を
二
割
と
す
る
こ
と

な
ど
、
利
用
者
の
負
担
増
を
招
く
制
度
改
正
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

現
在
、
要
支
援
�
・
�
で
介
護
予
防
給
付
と
し
て
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
や
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
高
齢
者
は
、
制
度
改

正
に
よ
り
介
護
予
防
給
付
が
市
区
町
村
事
業
へ
再
編
さ
れ
る
と
さ
れ
る
平
成
二
十
七
年
四
月
以
降
も
、
現
在
の
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
続
け
る
こ
と
を
全
員
が
保
証
さ
れ
ま
す
か
。

二

も
し
全
員
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
引
き
続
き
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
続
け
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
必
要
性
は
誰
が
、
ど
の

よ
う
に
し
て
、
い
つ
頃
判
定
す
る
の
で
す
か
。

一



三

一
と
同
様
に
、
現
在
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
要
支
援
の
高
齢
者
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
に
市
区
町
村
事
業
へ
再
編

さ
れ
る
際
に
は
、
今
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
続
け
る
た
め
に
は
、
新
た
に
何
ら
か
の
市
区
町
村
の
判
定
を
受
け
る
必
要
が
あ

り
ま
す
か
。

四

制
度
改
正
に
よ
り
介
護
予
防
給
付
が
市
区
町
村
事
業
へ
再
編
さ
れ
る
と
さ
れ
る
平
成
二
十
七
年
四
月
以
降
、
新
た
に
要
支

援
�
・
�
の
認
定
を
受
け
た
高
齢
者
に
も
、
現
在
と
同
様
の
既
存
の
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
や
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
権

利
と
し
て
保
証
さ
れ
ま
す
か
。

五

平
成
二
十
七
年
四
月
ま
で
要
支
援
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
高
齢
者
と
、
平
成
二
十
七
年
四
月
以
降
、
新
た
に
要
支

援
と
認
定
さ
れ
た
高
齢
者
と
で
は
、
既
存
の
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
や
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
権
利
に
差
は
あ
り
ま
す
か
。
そ

れ
と
も
全
く
同
様
の
権
利
を
有
し
ま
す
か
。

六

制
度
改
正
に
よ
り
介
護
予
防
給
付
が
市
区
町
村
事
業
へ
再
編
さ
れ
る
と
さ
れ
る
平
成
二
十
七
年
四
月
以
降
、
要
支
援
�
・

�
を
認
定
す
る
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
の
仕
組
み
は
、
今
と
同
様
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
変
更
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

七

現
在
、
要
介
護
�
・
�
で
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
居
し
て
い
る
高
齢
者
に
つ
い
て
、
入
居
理
由
の
調
査
結
果
が
全
国

老
人
福
祉
施
設
協
議
会
よ
り
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
入
居
理
由
の
上
位
十
項
目
を
パ
ー
セ
ン
ト
と
と
も
に
お
示
し
く

二



だ
さ
い
。

八

入
居
理
由
の
中
で
、
「
住
宅
問
題
」
は
、
何
位
で
何
パ
ー
セ
ン
ト
で
す
か
。

九

社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
の
提
案
で
は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
居
者
は
要
介
護
�
以
上
に
絞
る
場
合
の
対
応

に
つ
い
て
、
「
低
所
得
の
高
齢
者
の
住
ま
い
の
確
保
を
推
進
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
八
の
と
お
り
、
住
宅
問
題
を
理
由

と
す
る
入
居
は
ご
く
一
部
で
あ
る
の
で
、
「
低
所
得
の
高
齢
者
の
住
ま
い
の
確
保
を
推
進
」
は
十
分
な
対
応
策
に
は
な
り
得

な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

十

社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
で
の
議
論
の
際
に
は
、
各
委
員
は
要
介
護
�
・
�
で
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
居
し
て

い
る
理
由
で
は
、
住
宅
問
題
が
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
う
え
で
「
低
所
得
の
高
齢
者
の
住
ま
い
の
確
保
を
推

進
」
と
い
う
対
応
策
を
提
案
し
た
の
で
す
か
。

十
一

実
際
に
は
入
居
理
由
の
上
位
に
は
、
独
居
や
認
知
症
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
「
低
所
得
の
高
齢
者
の
住
ま
い
の
確
保
を

推
進
」
は
、
対
応
策
と
し
て
は
不
十
分
で
は
な
い
で
す
か
。

十
二

一
定
の
所
得
を
有
す
る
高
齢
者
の
介
護
費
の
自
己
負
担
割
合
を
二
割
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
介
護
給
付
等
を
必
要
と
す

る
高
齢
者
が
そ
の
利
用
を
抑
制
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。

三



十
三

予
防
給
付
の
総
額
を
、
高
齢
化
率
の
伸
び
以
下
に
抑
え
る
な
ど
、
そ
の
伸
び
を
抑
制
す
る
こ
と
は
あ
り
得
ま
す
か
。

右
質
問
す
る
。

四


